
岡山市被災農業者リスタート奨励金交付要綱 

 

岡山市告示第５９５号 

平成２３年７月２０日 

    

 （趣旨） 

第１条 この告示は，東日本大震災等により被災した農業者であって，市内において農業

経営を再開しようとするものが，将来にわたり農業経営を続けていくための基盤整備及

び初期経営安定化を支援するため，予算の範囲内において岡山市被災農業者リスタート

奨励金（以下「奨励金」という。）を交付するものとし，その交付に関しては，この告

示に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下

「規則」という。）に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この告示において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

 （補助事業） 

第３条 奨励金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，被災農業者等

が市内において農業経営を開始する事業とする。 

 （補助事業者） 

第４条 補助事業者は，新たに市内で農業に就業する者で，次に掲げる要件に該当するも

のとする。ただし，夫婦又は親子関係にある者がいずれも次に掲げる要件に該当する場

合であって，同一経営体により就業するものであるときは，いずれか１人を補助事業者

とするものとする。 

(1) 東日本大震災により被災した農業者又は福島第一原子力発電所において発生した事

故に係る原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第３項に

基づく出荷制限指示を受けた地域（当該事故に関し，出荷制限指示が解除された地域

を含む。）で農業経営を行っていたこと。 

(2) 将来にわたり，原則として専業（年間従事日数が概ね２５０日以上）で農業経営を

続けていく意思を有すること。 



(3) 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）に基づく１０アール以上の農

地の利用権設定を受けた者又は農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第１項の

許可により耕作の権利を得ていること。（農業委員会が別に定める農地の権利取得面

積（２０アールから５０アール）に達した者に限る。） 

(4) 第７条の規定による奨励金の交付申請時において，原則５５歳未満であること。 

(5) 市内に住所を有していること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助事業者としない。 

(1) 市税を完納していない者 

 (2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け，当

該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して３年を経過していない者 

（奨励金の額等） 

第５条 第１条の目的を達成するため，市長が交付する奨励金の区分及び金額は，次のと

おりとする。 

(1) 経営開始奨励金 ５００，０００円 

 (2) 経営安定化奨励金 ５００，０００円 

（奨励金の交付の制限） 

第６条 奨励金の交付回数は，同一の補助事業者について，それぞれの奨励金の区分につ

き，１回までとする。 

 （交付の申請） 

第７条 奨励金の交付申請は，規則及びこの告示の定める条項の適用を受けることについ

て同意した上で，岡山市被災農業者リスタート奨励金（経営開始奨励金）交付申請書

（様式第１号）又は岡山市被災農業者リスタート奨励金（経営安定化奨励金）交付申請

書（様式第２号）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 規則第５条第１項に規定する市長が定める期日は，平成２４年３月３１日までとする。

ただし，第５条に規定する経営安定化奨励金の申請を行う場合は，経営開始奨励金の交

付決定及び確定通知日から起算して３月以上６月以内の期間とする。 

３ 第５条の経営開始奨励金を申請する場合において規則第５条第１項第５号に規定する

その他市長が必要と認める書類は，次のとおりとする。 



(1) り災証明又は平成２３年３月１１日現在で第４条第１項第１号に定める地域に居住

し，かつ，申請日現在岡山市に居住していることが確認できる書類 

(2) 平成２３年３月１１日以前に第４条第１項第１号に定める地域で農業経営を行って

いたことが確認できる書類（出荷関係書類の写し等） 

(3) 申請日現在，市内に農地を確保したことが確認できる書類及び今後の農業経営の計

画が確認できる書類（利用権設定関係書類又は農地法許可証関係書類等及び営農計画

書等） 

(4) 市税の完納を証明することができる書類又は市税納付状況確認同意書（様式第３号） 

(5) その他市長が必要と認めた書類 

４ 第５条の経営安定化奨励金を申請する場合において規則第５条第１項第５号に規定す

るその他市長が必要と認める書類は，次のとおりとする。 

(1) 経営開始奨励金の交付決定及び確定通知書の写し 

(2) 前項各号に掲げる書類。ただし，前回の申請から変更がある場合に限る。 

５ 規則第５条第２項の規定により，同条第１項第１号から第４号までの書類の添付は要

しないものとする。 

（交付決定及び額の決定） 

第８条 市長は，前条の規定による奨励金の交付申請書の提出があったときは，その内容

を審査の上，適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い，申請者に対

し岡山市被災農業者リスタート奨励金交付決定及び確定通知書（様式第４号）により通

知するものとする。 

（指示事項の遵守） 

第９条 補助事業者は，市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をし

た場合には，これに従わなければならない。 

（着手及び完了届の免除） 

第１０条 規則第１５条に規定する着手・完了届の提出は要しない。 

（奨励金の交付及び実績報告） 

第１１条 補助事業者は，第８条に規定する奨励金の交付決定及び額の確定があったとき

は，岡山市被災農業者リスタート奨励金交付請求書（様式第５号）を市長に提出するも



のとする。 

２ 市長は，前項の請求書の提出があったときは，速やかに請求者に奨励金を交付するも

のとする。 

３ 補助事業者は，奨励金を受領した日から２０日以内に岡山市被災農業者リスタート奨

励金実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

４ 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおり

とする。 

(1) 奨励金の受領書 

(2) 岡山市被災農業者リスタート奨励金交付決定及び確定通知書の写し 

５ 規則第１６条第１項第１号に規定する書類については，添付を要しないものとする。 

（委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか，この告示の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

   附 則 

この告示は，公布の日から施行し，平成２３年度の補助金から適用する。 


